
（石油コンビナート等防災体制検討会（第２回）資料（山口県）） 資料３

１ 東ソー(株)南陽事業所の爆発・火災事故の概要

(1) 事故発生日時 平成２３年１１月１３日（日）午後３時２４分

(2) 事故発生場所 東ソー(株)南陽事業所（周南市開成町）

第２塩化ビニルモノマー製造施設

(3) 初期の主な対応

【１１月１３日】

15:24 第２塩ビモノマー製造施設で爆発・火災が発生

15:29 東ソーから周南市消防本部へ通報

17:30 周南市消防は、全量燃焼させ、タンク冷却等の消火活動方

針を決定

18:00 報道発表（東ソー）

・報道機関を通じて周南市、下松市の住民に屋内待機を要請

19:20 報道発表（東ソー）

・塩化水素ガスは敷地境界では不感知だが、念のため、屋内

待機を要請

20:15 周南市広報車が新南陽地区で広報

22:28 県と周南市消防による事故プラントの使用停止命令措置

【１１月１４日】

0:00 事業所長による記者会見（東ソー）

・事故経緯、対応状況等の説明

・塩化水素は敷地境界や周南市・下松市市街地等で不検出

7:00 報道発表（東ソー）

・火災はほぼ鎮圧状態

・周南市、下松市の屋内待機要請を解除

15:30 周南市消防が鎮火宣言

(4) 被害の状況

ア 人的被害 死者１名（５２歳男性 東ソー㈱社員）

イ 物的被害 第２塩ビモノマー製造施設損壊等

ウ 環境影響 排水基準値超過の1,2-ジクロロエタンが海域に流出

周辺海域(徳山湾)で1,2-ジクロロエタンの環境基準値

超過
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（周南地区石油コンビナート等防災対策連絡会議報告書）

コンビナート事故発生時の関係機関相互の通報連絡体制コンビナート事故発生時の関係機関相互の通報連絡体制コンビナート事故発生時の関係機関相互の通報連絡体制コンビナート事故発生時の関係機関相互の通報連絡体制

及び住民への広報・避難対策のあり方について及び住民への広報・避難対策のあり方について及び住民への広報・避難対策のあり方について及び住民への広報・避難対策のあり方について

Ⅰ 検討の趣旨Ⅰ 検討の趣旨Ⅰ 検討の趣旨Ⅰ 検討の趣旨

平成２３年１１月１３日、東ソー（株）南陽事業所の第２塩化ビニルモノマー製造

施設において発生した爆発・火災事故を踏まえ、「周南地区石油コンビナート等防災対

策連絡会議」を設置し、コンビナート事故発生時の関係機関相互の通報・連絡体制や、

周辺住民への広報・避難対策のあり方等について、今回の対応に関する問題点の整理

を行い、今後の対策等を検討した。

Ⅱ 周南地区石油コンビナート等防災対策連絡会議の構成Ⅱ 周南地区石油コンビナート等防災対策連絡会議の構成Ⅱ 周南地区石油コンビナート等防災対策連絡会議の構成Ⅱ 周南地区石油コンビナート等防災対策連絡会議の構成

会 長：山口県総務部危機管理監

委 員：１４機関（別添「委員名簿」のとおり）

事務局：山口県総務部防災危機管理課産業保安班

Ⅲ 連絡会議の開催状況Ⅲ 連絡会議の開催状況Ⅲ 連絡会議の開催状況Ⅲ 連絡会議の開催状況

第１回：平成２３年１１月２４日（木）

第２回： 〃 １２月１９日（月）

第３回：平成２４年 １月２４日（火）

Ⅳ 検討課題と今後の対策（提言内容）Ⅳ 検討課題と今後の対策（提言内容）Ⅳ 検討課題と今後の対策（提言内容）Ⅳ 検討課題と今後の対策（提言内容）

１ 情報提供・収集体制の整備１ 情報提供・収集体制の整備１ 情報提供・収集体制の整備１ 情報提供・収集体制の整備

(1) 事業所における情報提供体制の整備

住民への広報を的確に実施するためには、まずは、事業所から関係機関へ災害の

拡大見込みや有毒ガスの発生状況等について、的確に情報提供を行うことが何より

重要である。

そのため、今後は、各事業所は、予め、情報提供を行う担当組織やその設置場所、

関係機関や報道へ提供すべき情報内容、提供方法等を明確に定めておき、関係機関

が必要な情報を共有できるよう、統一的に情報提供を行う。

(2) 周南地区コンビナート保安防災協議会による災害の状況等に関する情報

の支援

周南コンビナート地域では、化学工場群（２２事業所）が、ほぼ２４時間体制で

稼働しており、風向・風速計や、高圧ガス保安法等の関係法令に基づくガス検知器

等も有していることから、周南地区コンビナート保安防災協議会において、それら

の情報を収集・分析の上、被害の拡大状況について、発災事業所へ情報提供する。

（提供を受ける情報）

・風向・風速

・有毒ガス等の濃度分布

・黒煙や飛散物、海面油膜の到達範囲

(3) 休日・夜間における連絡網の整備

休日・夜間でも、事業所や関係機関相互の迅速な連絡が可能となるよう、休日・

夜間における担当者の連絡網を整備し、共有する。

別添１
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２ 通報対象範囲の拡大２ 通報対象範囲の拡大２ 通報対象範囲の拡大２ 通報対象範囲の拡大

(1) 周南地区通報系統図の一本化及び通報対象範囲の拡大

○周南地区の東西両地区は隣接しており、災害情報を共有化するため、現行の２

地区ごとの通報系統図を一本化する。

○今回の事故を踏まえ、通報対象（第２種通報

※

）として隣接市の関係機関を追加。

（追加する関係機関）

・下松市総務課、下松市消防本部（※現在、下松市消防本部は東地区のみ通報対象）

・防府市防災危機管理課、防府市消防本部（※現在、西地区のみ通報対象）

※第２種通報：隣接市町への通報など関係機関を拡大して応急対策を要請するため

の通報

(2) 被害の状況に応じた通報系統図の範囲を超えた通報

想定した範囲を超えて被害が拡大する恐れがあるときには、状況に応じて、通報

系統図の範囲を超えて通報を行う。

３ 住民への広報と避難対策の強化３ 住民への広報と避難対策の強化３ 住民への広報と避難対策の強化３ 住民への広報と避難対策の強化

(1) 事業所、市、警察署等の役割分担の明確化

市、警察署等の関係機関や事業所が各々の役割を再確認し、それぞれの内部に

おける役割分担を明確化しておく。

【県コンビナート等防災計画（コンビ計画）に基づく関係機関の役割分担】

市 ：住民への広報、警戒区域の設定、避難勧告・指示

消 防：応急措置の状況報告、住民への広報、警戒区域の設定

警 察：住民への広報、交通規制、市からの要請等による警戒区域の設定・避難指示

県 ：災害情報の収集、住民への広報、関係機関間の連絡・調整

事業所：災害や応急措置の状況報告、住民への広報の協力、災害の拡大等に関する情報提供

(2) 災害発生時の住民への広報と避難

周南市が中心となって、警察署や消防本部、県等の関係機関と協議を行いながら、

必要な広報や避難対策を実施する。

（協議事項）

・警戒区域の設定

・市等による広報手段、広報内容等

（例：報道機関への発表、防災メール、エリアメール、ケーブルテレビテロップ、ＦＭしゅうなん、ＨＰ等の活用）

・避難先、避難経路等

コンビ計画に定める避難先、避難経路等から、警戒区域や風向・風速等を踏まえ決定。

(3) 平常時における周辺住民への周知

平常時において、周南市を中心にチラシやリーフレットの作成等、地域の実情に

即した方法により、災害情報の入手方法や避難先、避難経路等を、予め周辺住民へ

周知しておく。

４ 初動対応マニュアルの作成４ 初動対応マニュアルの作成４ 初動対応マニュアルの作成４ 初動対応マニュアルの作成

今後、事故時の初動対応においては、事業所、関係機関及び周南地区コンビナート

保安防災協議会が、この提言に沿った災害応急対策を基本とし、それぞれの役割を

迅速かつ的確に実施していくことが極めて重要であり、そのために、地域の特性に

十分留意した上で、平常時から発災、被害拡大に至るまでの、事故の進展に応じた

初動対応マニュアルを作成する。

別添２
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別　添 　　

区分 機　関　名 職　名 所管事項

　周南市　防災政策課 課　長

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　周南市　環境政策課

部次長

兼課長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　周南市消防本部 次　長

　消防に関すること

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　危険物の規制に関すること

　下松市　総務課

部次長

兼課長

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　下松市　環境推進課

部次長

兼課長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　下松市消防本部 次　長

　消防に関すること

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　危険物の規制に関すること

　山口県警察本部　警備課 課　長 　住民への広報・避難に関すること

　周南警察署　警備課 課　長 　住民への広報・避難に関すること

　下松警察署　警備課 課　長 　住民への広報・避難に関すること

　山口県　環境政策課 課　長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　山口県　薬務課 課　長 　毒物及び劇物に関すること

　山口県　周南健康福祉センター

保健環境部

副部長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　毒物及び劇物に関すること

　山口県　周南県民局 局　長 　地元自治体との連絡・調整に関すること

危機管理監

（会　長）

　連絡会議の総合調整に関すること

産業保安班

（事務局）

　検討結果の取りまとめに関すること

　高圧ガスの保安に関すること

県

周南地区石油コンビナート等防災対策連絡会議委員名簿 

周南市

下松市

山口県　総務部　防災危機管理課

警察
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災害応急対策の流れ

関  係  機  関 特 定 事 業 所（２２事業所） 周南地区コンビナート保安防災協議会

平

常

時

　○休日・夜間連絡網の整備

　○災害情報の入手方法や避難先、避難経路

　　等を予め周辺住民へ周知（周南市）

　○一元的な情報提供体制の整備

　　・担当組織、設置場所、連絡先等

　　・情報内容、提供方法等

　○区域内特定事業所情報提供体制一覧表

　　の整備

　○被害拡大状況等の情報収集体制の整備

発

災

時

被

　

害

　

拡

大

　

時

通 報

直ちに、情報提供体制を整備した「現地

連絡室」を事業所内に設置し、一元的に

状況報告（別添「イメージ図」参照）

発 災

被害拡大の恐れ

被害拡大の見込み等について状況報告

被害拡大についての情報収集・分析

災害の拡大等に関する情報収集・分析

・風向、風速

・有毒ガス等の濃度分布

・黒煙や飛散物、海面油膜の到達範囲

区域内事業所に通報

特定事業所において異常を検知した場合は

協議会を通じて発災事業所へ情報提供

参 集

住民への広報、避難実施の判断

市を中心に住民への広報、避難に

ついて協議

・通報範囲の拡大

・警戒区域の設定

・市町等による広報手段、内容

・避難先、避難経路等

発災事業所の「現地連絡室」から

情報収集・共有

別添１

避難活動の実施主体

発災事業所発災事業所発災事業所発災事業所

事業所防災本部事業所防災本部事業所防災本部事業所防災本部

自衛防災組織自衛防災組織自衛防災組織自衛防災組織

周南地区保防協周南地区保防協周南地区保防協周南地区保防協

A事業所事業所事業所事業所

B事業所事業所事業所事業所

共同防

周南市消防本部周南市消防本部周南市消防本部周南市消防本部

周南市周南市周南市周南市

（関係課含（関係課含（関係課含（関係課含

む）む）む）む）

協力・連携

応援要請

隣接市町隣接市町隣接市町隣接市町

県防災本部

県警察本部

周南

警察署

警察署

県関係課

関係機関

現地連絡室現地連絡室現地連絡室現地連絡室

事業所内に設置し、事業所内に設置し、事業所内に設置し、事業所内に設置し、

関係機関が必要に応じて関係機関が必要に応じて関係機関が必要に応じて関係機関が必要に応じて

職員を派遣・情報収集職員を派遣・情報収集職員を派遣・情報収集職員を派遣・情報収集

災害拡大

状況の

情報提供等

現地連絡室による情報提供・収集体制イメージ図

状況に応じて拡大

防御活動の実施主体防御活動の実施主体防御活動の実施主体防御活動の実施主体

隣接消防本部隣接消防本部隣接消防本部隣接消防本部

状況に応じて応援

5



周南地区通報系統図の一本化及び通報対象範囲の拡大について 別添２

〔周南地区特別防災区域〕

(第１種通報) （第 ２種通 報）

防 災 本 部 県 関 係 各 課

(県防災危機管理課) 庁 内 電 話 等

異 常 現 象 周 南 市 中国四国産業保安監督部

発 生 特 定 消防本部 休日夜間

事 業 所 山 口 労 働 局

(防災管理者)

県 環 境 政 策 課

西日本電信電話㈱山口支店

県 薬 務 課

中 国 電 力 ㈱ 山 口 支 社

関 係 特 定 周南市防災政策課

事 業 所 陸上自衛隊第17普通科連隊

県 警 察 本 部 Ｎ Ｈ Ｋ 山 口 放 送 局

日 本 通 運 ㈱ 下 関 支 店

周 南 警 察 署

日 赤 山 口 県 支 部

徳 山 駅

山 口 県 医 師 会

夜間

中国地方整備局山口河川国道事務所

徳山海上保安部 中国地方

警 備 救 難 課 中国地方整備局宇部港湾・空港整備事務所 整備局

周 南 市 関 係 各 課 関係漁業

庁 内 電 話 等 協同組合

徳 山 労 働 基 準 監 督 署

周 南 健 康 福 祉 セ ン タ ー

東 ソ ー ㈱ 南 陽 事 業 所

下 松 市 総 務 課下 松 市 総 務 課下 松 市 総 務 課下 松 市 総 務 課

広域共同防災

防 府 市 防 災 危 機 管 理 課防 府 市 防 災 危 機 管 理 課防 府 市 防 災 危 機 管 理 課防 府 市 防 災 危 機 管 理 課

協 議会 会長

周 南 土 木 建 築 事 務 所

周 南 市 上 下 水 道 局

徳 山 医 師 会

中国電力㈱周南営業所

周 南 港 湾 管 理 事 務 所

下 松 市 消 防 本 部下 松 市 消 防 本 部下 松 市 消 防 本 部下 松 市 消 防 本 部

防 府 水 産 事 務 所

防 府 市 消 防 本 部防 府 市 消 防 本 部防 府 市 消 防 本 部防 府 市 消 防 本 部

中 国 管 区 警 察 局

警 電

(

海

防

法

条

の

通

報

)

38

6



東ソー南陽事業所による臨時総合防災訓練の実施

１ 日 時 ４月２４日（火）１４：００～１５：００

２ 場 所 東ソー(株)南陽事業所 第１塩ビモノマー製造施設

３ 訓練参加機関及び動員数

（主催）東ソー(株)南陽事業所 約３６０名

（参加）山口県（防災危機管理課・周南健康福祉センター）・周南警察署・周南市（環境

政策課・防災危機管理課・消防本部）・徳山海上保安部・周南地区コンビナート保安防

災協議会 計８機関約４０名

４ 訓練想定

① 二塩化エタン(ＥＤＣ)タンクの火災が発生、事業所は直ちに「現地連絡室」を設置し、

関係機関へ情報提供。

② 現地連絡室において事業所と関係機関が協力して、近隣住民への屋内待避要請と

広報活動を実施。

この際、周南地区コンビナート保安防災協議会から、有毒ガスの濃度分布や、風向・

風速等の情報を提供（情報支援）。

③ 排水溝からオーバーフローしたＥＤＣを含んだ消火排水が、海域に流出しないよう、土嚢構築を実

施。

④ 市消防及び東ソー自衛消防隊合同の消火活動により鎮火（４０分後）。
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２ 三井化学（株）岩国大竹工場の爆発・火災事故の概要

(1) 事故発生日時 ４月２２日（日）午前２時１５分

(2) 事故発生場所 三井化学㈱岩国大竹工場（玖珂郡和木町和木）

レゾルシン製造装置 ※自動車タイヤのゴム用接着剤等の原料

(3) 事故の概要（初期の主な対応）

【４月２２日】

2:15 爆発・火災発生

2:20 岩国地区消防本部へ通報

三本部（指揮本部、対策本部、事務本部）体制立上げ

対策本部内に「現地連絡室」設置

2:45 自衛消防隊での消火を開始

8:05 再爆発発生

8:35 県と岩国地区消防による事故プラントの使用停止命令措置

17:15 岩国地区消防による鎮圧宣言（冷却注水継続）

【４月２３日】

14:31 岩国地区消防による鎮火宣言

(4) 被害の状況

ア 人的被害

死 者 １名（２２歳の従業員男性）

負傷者 ２１名（重傷２名、軽傷１９名）

※周辺住民１０名（和木町９名、大竹市１名）が軽傷

イ 物的被害

・レゾルシン製造施設及びサイメン製造施設(延焼)の甚大な被害等

・爆風による近隣住宅の窓ガラス・シャッター等の破損９９９軒

（和木町：３７２軒、岩国市：２５１軒、大竹市：３７６軒）
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（岩国・大竹地区石油コンビナート等防災対策連絡会議報告書）

岩国・大竹地区におけるコンビナート防災体制の強化について岩国・大竹地区におけるコンビナート防災体制の強化について岩国・大竹地区におけるコンビナート防災体制の強化について岩国・大竹地区におけるコンビナート防災体制の強化について

Ⅰ 検討の趣旨Ⅰ 検討の趣旨Ⅰ 検討の趣旨Ⅰ 検討の趣旨

平成24年4月22日、三井化学（株）岩国大竹工場のレゾルシン製造装置において発生

した爆発・火災事故を踏まえ、「岩国・大竹地区石油コンビナート等防災対策連絡会議」

を設置し、コンビナート事故発生時の関係機関相互の通報・連絡体制や周辺住民への

広報・避難対策のあり方について、今回の対応に関する問題点を検証し、岩国・大竹

地区におけるコンビナート防災体制の強化を図った。

Ⅱ 岩国・大竹地区石油コンビナート等防災対策連絡会議の構成Ⅱ 岩国・大竹地区石油コンビナート等防災対策連絡会議の構成Ⅱ 岩国・大竹地区石油コンビナート等防災対策連絡会議の構成Ⅱ 岩国・大竹地区石油コンビナート等防災対策連絡会議の構成

会 長：山口県総務部危機管理監

委 員：１８機関（別添「委員名簿」のとおり）

事務局：山口県総務部防災危機管理課産業保安班

Ⅲ 連絡会議の開催状況Ⅲ 連絡会議の開催状況Ⅲ 連絡会議の開催状況Ⅲ 連絡会議の開催状況

第１回：平成２４年５月１１日（金）

第２回： 〃 ６月１８日（月）

第３回： 〃 ７月２５日（水）

Ⅳ 検討課題と今後の対策（提言内容）Ⅳ 検討課題と今後の対策（提言内容）Ⅳ 検討課題と今後の対策（提言内容）Ⅳ 検討課題と今後の対策（提言内容）

１ 岩国・大竹地区石油コンビナート等防災計画の強化

(1) 県境を越えた通報体制の強化

消防や市町防災部局等は、県域を越えた通報は、これまで必要に応じ実施する

こととしていたが、今後は、情報共有等をより迅速に行うため、全特定事業所を

対象として、事故の規模等に拘わらず、県域を越えて直ちに通報する体制とする。

(2) 「初動対応マニュアル」の防災計画への位置づけ

「初動対応マニュアル」を、情報収集・提供体制の整備から住民への広報・避

難対策に至るまでの初動対応の基準として、防災計画に位置づけ、関係機関等に

よる初動対応の一層の強化を図る。

(3) 情報共有に有効な「異常現象通報様式」の改善

ア 「異常現象通報様式」の項目として、これまでの事故の発生状況に被害拡大

状況や毒性ガスの発生状況等を追加し、住民への広報や避難対策に必要な情報

がリアルタイムに情報共有できる様式に改善する。

イ 通報・連絡時には、個別の口頭連絡に加えて、一斉ＦＡＸやメール等の活用

を図る。

別添３

別添４
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２ 広報手段の多様化等による住民への広報活動の強化

(1) 広報活動実施体制の強化

市町を中心に、消防本部、消防団、警察署等のより多くの機関の連携の下、住民

への広報活動の実施体制の充実強化を進める。

(2) 広報手段の多様化

各市町は、より多くの広報媒体を整備するなど、広報手段の多様化に努める。

例：報道機関への発表、防災行政無線、防災メール、エリアメール、ケーブルテレビ

テロップ、コミュニティーＦＭ、ＨＰ等の活用、自治会役員や消防団員等による

戸別訪問 等

(3) 「住民への広報マニュアル」の作成

市町が住民への広報を円滑に実施できるよう、予め、広報の内容（住民に求める

対応、連絡先等）や対象範囲、広報手順等を定めた「住民への広報マニュアル」を

作成する。

３ 事業所による平素からの取組み

(1) 事業所における有害物質等に関する情報提供の準備

各事業所は、事故発生時、現地連絡室において、有害物質や排水経路等について、

直ちに情報提供できるよう、平素から準備しておく。

(2) 地域対話の充実（レスポンシブル・ケア等の定期的開催）

各事業所は、日頃から住民とのコミュニケーションの充実を図るよう、レスポン

シブル・ケアの地域対話等を定期的に開催し、製造工程や製品の特性、環境・安全

に関する取組の説明を行い、住民からの意見・要望を取組に反映させるよう努める。

４ 防災訓練の実施等による「初動対応マニュアル」の周知徹底

(1) 防災訓練による初動対応方法の習得

石油コンビナート等総合防災訓練や、関係機関による定期的な通信訓練により、

「初動対応マニュアル」に基づく迅速・的確な初動対応方法の習得を図る。

※ 今年度の広島県のコンビナート訓練が、当地区の三菱レイヨン(株)大竹事業

所で予定されており、この中の初動対応訓練に、山口県の関係機関も、県境を

越えて参加することとしている。

(2) 「現地連絡室」を取り入れた訓練の実施

事故発生時に設置する「現地連絡室」の果たす機能は特に重要であることから、

広報活動の役割分担や提供する情報内容の統一等について、円滑な調整が行える

よう、平素の訓練等の実施に努める。

(3) 「初動対応マニュアル」の更なる周知徹底

今回の事故における初動対応においては、「初動対応マニュアル」の理解が不十

分なところも見受けられたことから、特別防災区域内のコンビナート防災担当者会

議や各種防災訓練等を通じ、初動対応マニュアルの更なる周知徹底を図る。

別添５
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別　添 　　

区分 機　関　名 職　名 所管事項

　岩国市　危機管理課 課　長

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　岩国市　環境保全課 課　長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　岩国地区消防組合 消防長

　消防に関すること

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　危険物の規制に関すること

　和木町　企画総務課 課　長

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　和木町　住民サービス課 課　長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　山口県警察本部　警備課 災害対策官 　住民への広報・避難に関すること

　岩国警察署　警備課 課　長 　住民への広報・避難に関すること

　山口県　環境政策課 課　長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　山口県　薬務課 課　長 　毒物及び劇物に関すること

　山口県　岩国県民局 局　長 　地元自治体との連絡・調整に関すること

　山口県　岩国健康福祉センター

保健環境部

副部長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　毒物及び劇物に関すること

総務部次長

兼危機管理監

　連絡会議の総合調整に関すること(会長)

産業保安班

（事務局）

　検討結果の取りまとめに関すること

　高圧ガスの保安に関すること

　広島県　消防保安課 課長

　広島県側の連絡会議の調整に関すること

　高圧ガスの保安に関すること

　広島県　西部厚生環境事務所 次長

　大気の汚染の防止に関すること

　水質の汚濁の防止に関すること

　毒物及び劇物に関すること

　大竹市　総務課 危機管理監

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　大竹市消防本部 消防長

　消防に関すること

　通報・連絡体制に関すること

　住民への広報・避難に関すること

　危険物の規制に関すること

　広島県警察本部　警備課 課長補佐 　住民への広報・避難に関すること

　大竹警察署　警備課 課長 　住民への広報・避難に関すること

岩国・大竹地区石油コンビナート等防災対策連絡会議委員名簿 

　山口県　防災危機管理課

山口県

広島県

11



（
和

木
町
・
岩
国
市

に
異
常
現
象
が

発
生
し
た
場
合

）
 

        
 

 
 

            
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

大
竹

市
消

防
本

部
大

竹
市

消
防

本
部

大
竹

市
消

防
本

部
大

竹
市

消
防

本
部

    
    

岩
国

市
水

道
局
 

 

中
国

電
力

㈱
岩

国
営

業
所
 

 

西
日

本
電

信
電

話
㈱
 

山
口

支
店
 

 

 

（
 
第

 
２
 
種

 
通

 
報

 
）
 

県
水

産
振

興
課

県
水

産
振

興
課

県
水

産
振

興
課

県
水

産
振

興
課

    
    

県
港

湾
課

県
港

湾
課

県
港

湾
課

県
港

湾
課

    
    

岩
国

県
民

局
岩

国
県

民
局

岩
国

県
民

局
岩

国
県

民
局

    
    

中
国

四
国

産
業

保
安

監
督

部
 

 

山
口

労
働

局
 

 

西
日

本
電

信
電

話
㈱

山
口

支
店
 

 

中
国

電
力

㈱
山

口
支

社
 

 

陸
上

自
衛

隊
第

1
7

普
通

科
連

隊
 

 

Ｎ
Ｈ

Ｋ
山

口
放

送
局
 

 

日
本

通
運

㈱
下

関
支

店
 

 

日
赤

山
口

県
支

部
 

 

㈳
山

口
県

医
師

会
 

 

中
国

地
方

整
備

局
山

口
河

川
国

道
事

務
所
 

 

中
国

地
方

整
備

局
宇

部
港

湾
・

空
港

整
備

事
務

所
 

 

和
木

町
関

係
各

課
 

庁
内

電
話

等
 

岩
国

市
関

係
各

課
 

庁
内

電
話

等
 

 

中
国

管
区

警
察

局
 

警
 

 
電
 

広
島

海
上

保
安

部
 

庁
内

電
話

等
 

関
係

漁
業

協
同

組
合
 

県
環

境
政

策
課
 

県
薬

務
課
 

岩
国

市
危

機
管

理
岩

国
市

危
機

管
理

岩
国

市
危

機
管

理
岩

国
市

危
機

管
理

課 課課課
    

    

県
警

察
本

部
 

 

岩
国

警
察

署
 

岩
国

駅
 

 

岩
国

海
上

保
安

署
 

 

広
島

県
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等

防
災

本
部

広
島

県
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等

防
災

本
部

広
島

県
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等

防
災

本
部

広
島

県
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
等

防
災

本
部

    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（
内
）

（
内
）

（
内
）

（
内
）

    

岩
国

地
区

消
防
 

組
合

消
防

本
部
 

 

異
常

現
象

発
生
 

特
定

事
業

所
 

(
防

災
管

理
者

)
 

関
係

特
定
 

事
業

所
 

に 関 す る 法 律

 

条 の 通 報

)

(

海 洋 汚 染 等 及 び 海 上 災 害 の 防 止

 

防
災

本
部
 

(
県

防
災

危
機

管
理

課
)
 

 

時
間
外

 

（
第

１
種

通
報

）

広
域

共
同

防
災
 

協
議

会
会

長
 

3
8
 

中
国

地
方

整
備

局
 

第
六

管
区

海
上

保
安

本
部
 
庁

内
電

話
等
 

和
木

町
企

画
総

務
課

和
木

町
企

画
総

務
課

和
木

町
企

画
総

務
課

和
木

町
企

画
総

務
課
    

    

関
係

漁
業

協
同

組
合
 

別添３ 

岩
国

環
境

保
健

所
岩

国
環

境
保

健
所

岩
国

環
境

保
健

所
岩

国
環

境
保

健
所
    

    

柳
井

水
産

事
務

所
柳

井
水

産
事

務
所

柳
井

水
産

事
務

所
柳

井
水

産
事

務
所

    
    

岩
国

港
湾

管
理

事
務

所
岩

国
港

湾
管

理
事

務
所

岩
国

港
湾

管
理

事
務

所
岩

国
港

湾
管

理
事

務
所

    
    

岩
国

土
木

建
築

事
務

所
岩

国
土

木
建

築
事

務
所

岩
国

土
木

建
築

事
務

所
岩

国
土

木
建

築
事

務
所

    
    

 
 

岩
国

労
働

基
準

監
督

署
 

 

Ｊ
Ｘ

日
鉱

日
石

エ
ネ

ル
ギ

ー
㈱

麻
里

布
製

油
所
 

 

岩
国

市
医

師
会

 
 

 

※
発

災
市
町
か
ら
通

報
 

【改正内容】 

・異常現象の規模等に拘わらず、岩国地

区消防本部から大竹市消防本部へ県境

を越えて直ちに通報。 

・和木町又は岩国市のどちらの市町で発

生しても、直ちに両市町へ通報。 

・岩国環境保健所へも直ちに通報。 

・県関係各課、県出先事務所の明確化。 
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（大竹市に異常現象が発生した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

（注）災害が和木町又は岩国市に及んでない場合も、直ちに和木町・岩国市に異常現象が発生した場合の 

通報系統図で、岩国地区消防組合消防本部以降の通報系統により通報連絡をするものとする。 

大竹市消防本部 

岩国地区消防 

組合消防本部 

 

防 災 本 部 

(県防災危機管理課) 

 

時間外  

県 環 境 政 策 課 ・ 県 薬 務 課 

岩国環境保健岩国環境保健岩国環境保健岩国環境保健所所所所        

岩国市危機管理岩国市危機管理岩国市危機管理岩国市危機管理課課課課        

岩 国 警 察 署岩 国 警 察 署岩 国 警 察 署岩 国 警 察 署        

【改正内容】 

・大竹市消防本部から岩国地区消防本部へ、

県境を越えて直ちに通報。 

・大竹市消防本部から通報を受けた岩国地区

消防本部は、和木町・岩国市の両市町及び

岩国警察署に直ちに通報。 

・岩国環境保健所についても、直ちに通報。 

和和和和木町企画総務課木町企画総務課木町企画総務課木町企画総務課        

県 警 察 本 部県 警 察 本 部県 警 察 本 部県 警 察 本 部        
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別添４

石油コンビナート等異常現象通報様式（第 報）

送信日時 年 月 日 時 分

送 信 先 県防災本部、消防、海保、警察、保健所、市防災、その他（ ）

事業所名

発 信 者

発信者名 TEL FAX

設置場所

現地連絡室 TEL FAX

連絡室担当者名

種 別 １．火 災 ２．爆発 ３．漏えい ４．その他（ ）

電子図面

発生場所 施設名

座 標

発生日時 年 月 日 時 分 ・ 確認中

発見日時 年 月 日 時 分 ・ 確認中

鎮 火

日時 年 月 日 時 分 ・ 対応中（状況を下欄記入）

処理完了

活動機関 自衛防災組織 ・ 公設消防 ・ 海上保安部 ・ その他（ ）

警戒区域 警戒区域 ・ 消防警戒区域 ・ 火災警戒区域 ・ その他（ ）

設定状況 範囲（ ）

対応状況

活動状況 消火活動中 ・ 警戒体制 ・ 拡散防止措置中 ・ 漏洩停止操作中 ・

その他（ ）

施設運転状況 運転中・緊急停止中・停止中（停止完了含む）・その他（ ）

物質名 性質 可燃性 ・ 毒性 ・ その他（ ）

現 状 拡大中 ・ 制御中 ・ 鎮圧中 ・ 確認中 ・ その他（ ）

被害状況 被害範囲 事業所外（陸上・海上）・施設外・施設内・確認中・その他（ ）

避難等要否 必要 ・ 不要 ・ 確認中 ・ その他（ ）

※必要な場合（風向・風速等 ）

死傷者等 有（死者 人、負傷者 人）・行方不明（ 人） ・ 確認中 ・ 無

以下は、状況が判明次第記入すること。

異常現象の

概 要

物質区分 危険物・指定可燃物・高圧ガス・可燃性ガス・毒劇物・その他（ ）

施設区分 危険物施設・高危混在施設・高圧ガス施設・その他（ ）

参考事項

施設概要

そ の 他

備考：空欄及びその他の（ ）内は記入し、各項目は○で囲むこと。状況に応じて、修正して差し支えない。

注意：第１報については、可能な限り早く、分かる範囲で記載して通報すること。

確認がとれていない事項は、その旨を記入して通報すれば足りること。
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「住民への広報マニュアル」の作成について 別添５

１ アンケート調査結果

広報活動強化のための取組みについて、関係機関（市町、消防、警察）へアンケート

調査を実施したところ、次のような回答があった。

○現地連絡室において、住民への広報内容について統一を図れるよう、体制を整備。

○付近住民に対する危害情報を発出するための各種関連情報の早期把握。

○周辺自治会への迅速な連絡が可能となるよう、特定事業所ごとに地区を特定した緊急

連絡網（携帯電話やファクス等）を整備。

○住民に対する広報等を迅速かつ効果的に実施するための「住民への広報マニュアル」

の作成

２ 今後の取組等

○ 「住民への広報マニュアルの作成」を当連絡会議の提言として追加し、今後、

１０月を目途に、県において、関係機関と協議しながら、市町が作成するマニュ

アルの指針を作成。

○ 「広島県石油コンビナート等総合防災訓練」に、このマニュアルに基づく住民

への広報を取り入れ、その検証結果を踏まえ、更なる見直しを検討。

（ポイント）

・広報の内容、タイミング、範囲、手順等を、発災事業所、発災事象、規模ごとに

具体的に。

・隣接する市町担当部署等との連携を密に → 「現地連絡室」における情報共有

・迅速かつ効果的な実施 → 広報手段の「多様化」

・周辺自治会等を対象とした「緊急連絡網」の整備

・「初動対応マニュアル」との一元的な運用 → 「防災訓練」等の実施

３ 「石油コンビナート等防災体制検討会」の検討結果を踏まえた見直し

今年度、消防庁に設置された「石油コンビナート等防災体制検討会」において、関係

市町村における周辺住民への災害情報伝達、避難誘導のあり方について検討の上、取り

まとめることとされており、「住民への広報マニュアル」は、この検討結果を踏まえ、

必要に応じて、改めて見直しを行うこととする。

（参考）消防庁による「石油コンビナート等防災体制検討会」の設置

１ この検討会は、本年１２月まで４回程度開催し、報告書が取りまとめられる予定

（検討事項）※関連事項を抜粋

①石油コンビナート等防災本部における情報把握のあり方

②災害発生時の事業所内及び異なる事業所間の情報伝達、応急対策のあり方

③関係市町村における周辺住民への災害情報伝達、避難誘導のあり方

２ ７月１２日に第１回会議が開催

３ 山口県防災危機管理課長が委員として参加
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今後の取組の他地区への拡大について今後の取組の他地区への拡大について今後の取組の他地区への拡大について今後の取組の他地区への拡大について

月 岩国・大竹地区の防災計画の見直し 住民への広報活動の強化 初動対応マニュアルの改正月 岩国・大竹地区の防災計画の見直し 住民への広報活動の強化 初動対応マニュアルの改正月 岩国・大竹地区の防災計画の見直し 住民への広報活動の強化 初動対応マニュアルの改正月 岩国・大竹地区の防災計画の見直し 住民への広報活動の強化 初動対応マニュアルの改正

８月８月８月８月

○防災計画修正点の運用開始 ○広報手段多様化の取組開始 ○マニュアルの改正点の決定及び運用開始○防災計画修正点の運用開始 ○広報手段多様化の取組開始 ○マニュアルの改正点の決定及び運用開始○防災計画修正点の運用開始 ○広報手段多様化の取組開始 ○マニュアルの改正点の決定及び運用開始○防災計画修正点の運用開始 ○広報手段多様化の取組開始 ○マニュアルの改正点の決定及び運用開始

○幹事会の開催○幹事会の開催○幹事会の開催○幹事会の開催

９月９月９月９月

○防災計画の修正及びその周知○防災計画の修正及びその周知○防災計画の修正及びその周知○防災計画の修正及びその周知

（ ）（ ）（ ）（ ）

～～ ～～

○各地区毎に初動対応マニュアルの改正 山口○各地区毎に初動対応マニュアルの改正 山口○各地区毎に初動対応マニュアルの改正 山口○各地区毎に初動対応マニュアルの改正 山口

○コンビナート事業所の保安担当者会議による○コンビナート事業所の保安担当者会議による○コンビナート事業所の保安担当者会議による○コンビナート事業所の保安担当者会議による

マニュアルの周知徹底マニュアルの周知徹底マニュアルの周知徹底マニュアルの周知徹底

10月10月10月10月

11月11月11月11月

各コンビナート地区の関係機関への報告書の周知と取組要請

計画変更の

承認手続き

市町による

広報手段の

多様化の検討

特防協部会等に

よる検討

地区での

取りまとめ

住民への広報

マニュアルの

検討・作成

県：指針作成

市町：

マニュアル作成

事業所・関係

機関への周知

更なる

見直しの検討

○広島県石油コンビナート等総合防災訓練（１０月３０日）の実施及び検証結果の取りまとめ

更なる

見直しの検討

更なる

見直しの検討
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